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山梨県建設工事総合評価実施要領  
 

（趣旨） 
第１条 この要領は、山梨県が発注する建設工事の請負契約において、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という）第１６７条の１０の２の規定に基づ

き、価格及びその他の条件が最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方

式（以下「総合評価落札方式」という。）の実施に関して必要な事項を定めるものとし、

その実施に関しては、別に定めがあるもののほか、この要領の定めるところによるもの

とする。 
 

（対象工事等） 
第２条 総合評価落札方式により入札を行う工事（以下「対象工事」という。）は、次の

いずれかに該当するものから選定するものとする。 

（１）公共工事の品質を確保するため、企業の技術力及び企業の信頼性・社会性を入札価

格と一体として評価することが必要と認められる原則３千万円以上の工事（緊急を

要する工事を除く） 

（２）その他必要と認める工事 
 
（総合評価落札方式の種類の選定） 

第３条 総合評価落札方式の実施にあたっては、「山梨県建設工事総合評価活用ガイドライ

ン」の「工事規模と技術的難易度による適用範囲」を参考に特別簡易型（Ⅰ）、特別簡易

型（Ⅱ）、簡易型（２５）、簡易型（３０）、標準型、高度技術提案型から総合評価の種類

を選定する。なお、ガイドライン「１－５総合評価の対象工事の選定」の（注１）につ

いては別記３の特別簡易型（Ⅱ）が選択できる工種を参照すること。 
  

（総合評価の方法） 
第４条 総合評価落札方式で定める評価の方法については、別記１の「落札者決定基準」

によるものとする。なお入札を辞退したもの、入札参加資格の無いもの等の評価は行わ

ないものとする。 
 
（総合評価委員会の設置） 

第５条 総合評価落札方式の評価方法、評価基準、落札者決定基準、技術審査等について

中立かつ公正な審議を行うため、学識経験を有する者（以下「学識経験者」という）か

らなる山梨県総合評価委員会（以下「委員会」という）を設置する。 

 

（入札方法） 
第６条 総合評価落札方式により入札を行うときは、この要領により実施するものとする。 

 

（審査及び協議） 
第７条 本庁の事業主管課長又は出先機関の長（以下「発注機関の長」という。）は、総

合評価落札方式のうち、標準型及び高度技術提案型により入札を実施しようとするとき

は、事前に実施対象工事の適否及び「落札者決定基準」について、各部局の技術審査会

設置要領に基づき設置した技術審査会（以下「技術審査会」という。）の審査を受ける

とともに、各部局長（以下「部局長」という。）に協議するものとする。 
 
（学識経験者の意見聴取） 
第８条 部局長は、政令第１６７条の１０の２第４項の規定に基づき落札者決定基準を定

めようとするときは、学識経験者から様式２号により意見を聴かなければならない。 

 

２ 部局長は、政令第１６７条の１０の２第５項の規定に基づき、前項の意見聴取時に落

札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があると意見が述べられた場合は、



 

- 2 - 
 

落札者を決定しようとするときに、学識経験者から様式４号により意見を聴かなければ

ならない。 

３ 部局長は、前２項の規定に基づき意見聴取を行ったときは、発注機関の長に回答する

ものとする。 

４ 地方自治法施行規則（昭和２２年省令第２９号）第１２条の４の規定に基づき、意見

を聴くときは、学識経験者２名以上から意見を聴くものとする。 

 

（落札者決定基準） 
第９条 発注機関の長は、落札者決定基準について、前条第３項の回答を受けた後、決定

するものとし、必要に応じて技術審査会の審議に付するものとする。 
 
（技術評価結果の通知と疑義の照会） 
第１０条 発注機関の長は、提出された技術資料の審査を行い技術評価点を算出した後、

入札参加者に通知を行うものとする。 
２ 入札参加者は前項により通知された後、自らの評価点について疑義の照会を、行うこ

とができるものとする。 
３ 発注機関の長は、前項の照会に対して、回答するものとする。 

４ 前項の規定において、評価点を修正した場合は、修正した結果を、入札参加者に通知

するものとする。 

５ 前１号から４号については、公告文に記載された方法で行うものとし、様式１１及び

様式１２を準用するものとする。 
 
（総合評価結果の公表と疑義照会） 
第１０条の２ 発注機関の長は、落札者決定基準による総合評価値を算出後、必要に応じ

技術審査会の審議に付し、様式４－１、様式４－２又は様式４－３を山梨県のホームペ

ージに公表するものとする。 

２  入札参加者は、前項により公表された日から５日以内に、自らの評価点について様式１

１号により疑義の照会をすることができるものとする。 

３  発注機関の長は、前項の照会に対し、様式１２号により回答するものとし、必要に応じ

て技術審査会の審議に付するものとする。 

４ 前項の規定において、価格以外の評価点を修正した場合は、山梨県のホームページに

修正した結果を公表するものとする。 

 

（落札予定者の決定方法） 
第１１条 落札予定者の決定方法は、別記１の落札者決定基準の他、次の各号の規定によ

るものとする。 
（１）入札参加者のうち、次の全ての要件を満たす者を審査対象とするものとする。 
ア 公告文に記載された入札参加資格を満たしている者。 

イ 価格以外の評価を行うために必要な資料（別途「技術評価資料作成要領」に定めら

れた様式）を提出した者。 
ウ 入札書が無効でない者。 

（２）落札予定者は、総合評価により得られた評価値の最も高い者とする。ただし、最も

高い者が２者以上いる場合は、くじにより決定するものとする。 

 

（落札者の決定） 
第１２条 発注機関の長は、落札者の決定に際し、必要に応じて技術審査会の審議に付し

て決定するものとする。ただし、第８条第２項の規定により学識経験者の意見を聴く場

合は、第８条第３項の回答を受けた後、必要に応じて技術審査会の審議に付して決定す

るものとする。 

２ 前項により落札者が決定したときは、山梨県のホームページに公表するものとする。 

（入札参加者への周知） 
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第１３条 発注機関の長は、入札参加者に対し入札公告により次の事項を周知するものと

する。 

（１）総合評価落札方式を採用していること 
（２）「技術評価資料作成要領」に定められたすべての様式を提出すること  

（３）価格以外の評価の評価項目及びその配点に関すること 
（４）落札者の決定方法に関すること 
（５）総合評価に関する審査結果が公表されること 
（６）価格以外の評価について疑義の照会ができること 
 
（資料の提出） 
第１４条 入札参加者は前条第２号の資料を技術評価資料の提出時にすべて提出しなけれ

ばならない。 
 
（技術提案の明示） 

第１５条 発注機関の長は、標準型又は高度技術提案型による総合評価落札方式で発注し

ようとする場合は、入札公告等を行う際に、対象工事が要求する性能等に関する資料を

提示し、技術提案を求める旨を明示する。 
 
（技術提案の提出方法） 

第１６条 発注機関の長は、技術提案を求める場合は、その内容を明示した技術提案書を

技術評価資料提出時に併せて提出させるものとする。 
 

（技術提案の審査） 

第１７条 発注機関の長は提出された技術提案書について、技術審査会による審査を行う

ものとする。但し、必要に応じて専門分野の学識経験者に意見を聴くことができるもの

とする。 

２ 前項の審査を行う場合において、発注機関の長は必要に応じて入札参加者に対して、

事前にヒアリングを実施することができるものとする。 
 
（技術提案の改善） 
第１８条 発注機関の長は、技術提案の内容の一部を改善することで、より優れた技術提

案となる場合や一部の不備を解決できる場合には、技術提案の改善を求め、又は入札参

加者に改善を提案する機会を与えることができる 

 

（提案の採否の通知） 

第１９条 技術提案の採否については、提案者に様式１３号により通知するものとする。

なお、技術提案書が適正と認められなかった者は、様式１１号により３日以内に理由の

説明要求が行うことができるものとする。 
２  発注機関の長は、前項の照会に対し、様式１２号により回答するものとし、必要に応じ

て技術審査会の審議に付するものとする。 

 

（技術提案の保護） 

第２０条 技術提案については非公表とし、技術提案の特定以外に提案者に無断で使用し

ないものとするが、以後の工事において、その提案内容が一般的に使用されている状態

になった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有権等の排他的権利を

有する場合についてはこの限りでない。なお、簡易型における施工計画についても同様

とする。 
 
（総合評価に係わる資料の作成費用） 

第２１条 入札参加者が総合評価に係わる資料の作成に要した一切の費用は、入札参加者

の負担とする。 
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（価格以外の評価内容の履行の確保） 
第２２条 落札者の提示した施工計画又は技術提案は契約内容となるため、発注者は当該

工事の契約後速やかに、その項目を含めた施工計画書の提出を請負者に求め、具体的な

内容を両者確認のうえ、実施状況等を確認するものとする。なお、受注者の責により計

画どおり履行がなされていないと判断された場合は、「山梨県建設工事成績評定要領」

に基づき、的確に工事成績に反映するものとし、工事の適正な履行の確保及び履行の評

価を行うものとする。また、施工計画又は技術提案の確認方法については、技術管理課

のホームページの総合評価方式に関する情報に掲載してある総合評価（技術提案）の実

施確認に基づき確認を行う。 

２ 総合評価に関して提出した資料等に、虚偽記載等明らかに悪質な行為があった場合に

は、契約の解除あるいは指名停止等の措置を講じることができるものとする。 
 
（入札実施における特例） 
第２３条 この要領に基づき入札を行うときは、他の要領等の規定に関わらず次のとおり

実施するものとする。 

（１）申請書及び資料は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由に

より、発注機関の長の承諾を得て別途提出する場合は、公告に定められた受付期間

及び受付場所に持参するものとし、郵送等（ファクシミリを含む）によるものは受

け付けない。 
（２）低入札価格調査制度を適用する。 

 

（秘密の保持） 
第２４条 総合評価に関する審査結果を除き、この要領に基づき入札参加者から提出され

た資料等は公表しない。 

（その他） 
第２５条 発注機関の長は、本要領の執行に関して疑義が生じた場合は、技術審査会にお

いて協議し対応するものとし、必要に応じて委員会に諮るものとする。 
 

附 則 
１ 本要領は、平成１９年４月１日から適用する。 
２ 平成２０年 ４月 １日 一部改正 
３ 平成２０年１１月 １日 一部改正 
４ 平成２１年 ４月１５日 一部改正 
５ 平成２１年 ８月 １日 一部改正 
６ 平成２２年 ４月 １日 一部改正 
７ 平成２２年 ５月２０日 一部改正 
８ 平成２２年１０月 １日 一部改正 
９ 平成２３年 ５月 ２日 一部改正         
10  平成２４年 ４月 １日 一部改正 
11 平成２４年１０月 １日 一部改正 
12 平成２５年 ４月 １日 一部改正 
13 平成２５年１０月 １日 一部改正 
14 平成２６年 ４月１７日 一部改正           
15 平成２７年 ４月 １日 一部改正 
16 平成２８年 ４月 １日 一部改正      
17 平成２９年 ４月 １日 一部改正 
18 平成３０年 ４月 １日 一部改正 
19 平成３１年 ４月 １日 一部改正 
20 令和元年 １０月 １日 一部改正 
21 令和  ２年  ４月 １日 一部改定 
22 令和 ２年 ５月 １日 一部改定 
23 令和 ３年 ４月 １日 一部改定 
24 令和 ３年１２月 １日 一部改定 

25 令和 ４年 ４月 １日 一部改定 
26 令和 ５年 ４月 １日 一部改定 
27 令和 ５年１０月 １日 一部改定 
28 令和 ６年 ４月 １日 一部改定 
29 令和 ７年 ４月 １日 一部改定 
30 令和 ７年１０月 １日 一部改定     
31 令和 ７年１１月 １日 一部改定 
32 令和 ７年１２月 ２日 一部改定 
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別 記 １ 「落 札 者 決 定 基 準」  

  入札参加者は、「価格」及び「企業の技術力」「企業の信頼性、社会性」をもって入

札に参加し、次の①②及び③の要件に該当する者のうち、総合評価により得られた評価

値の最も高い者を落札者とする。 

  ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、当該契約の内容に適合した履行

がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正

な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認められるとき

は、予定価格の制限の範囲で発注者の定める最低限の要求要件を全て満たして入札した

他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。 

①入札価格が、予定価格の制限の範囲内であること。 

②評価値が、標準点を予定価格で除した数値（「基準評価値」）に対して下回らない

こと。なお、標準点は１００点とする。 

基準評価値 ＝ 標準点／予定価格×１００，０００，０００ 

  ③入札価格が、低入札価格調査における調査基準価格を下回った者は次の要件を満た

していること。 

      ③－１評価点の合計が参加者全員の平均点の８０％を下回らないこと。 

   ③－２次の４項目を全て満たすこと。 

  １、入札価格と入札に際し提出される工事費内訳書（以下「工事費内訳書」とい

う。）の工事価格が同額であること。 

  ２、工事費内訳書の各経費の合計額が、工事費内訳書の工事価格と同額であるこ

と。 

  ３、工事費内訳書内において、経費の内訳に不明確な値引等の表示がないこと。 

  ４、低入札調査基準価格の９５％を下回らないこと。 

   

＊WTO対象工事については③は対象としない。 

＊調査基準価格については、「山梨県公共事業ポータルサイト→契約実務要覧→第３

章入札・契約手続き→６．低入札価格調査→3-6-1低入札価格調査実施要領」を参照の

こと。 

 

 

 

（１）総合評価の方法 

  １） 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、入札参加者の標準点と加算点の

合計である技術評価点を、当該入札者の入札価格で除して得た評価値をもって行

う。なお、標準点は１００点とする。 

評価値 ＝ 技術評価点／入札価格×１００，０００，０００ 

 ＝（標準点＋加算点）／入札価格×１００，０００，０００ 

  ２） 特別簡易型、簡易型、標準型、高度技術提案型の加算点については、下記

「１」「２」「３」の評価項目ごとに評価をおこなった結果、評価項目ごとの得

点（以下「評価点」という）の合計が最高の者に「加算点の満点」を与え、他の
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者はそれぞれの「評価点の合計」に応じ按分して求められる点を「加算点」とし

て与える。 

「加算点の満点」は、総合評価落札方式のタイプ別の設定範囲内で工事ごとに

定める。 

    加算点＝（評価点の合計／評価点の合計の最高点）× 加算点の満点 

         ※加算点、評価値は小数第４位を四捨五入し第３位まで表示 

      「１」企業の技術力について 

      「２」企業の信頼性社会性 

      「３」高度な技術力 

 

３） WTO標準型の加算点については、「３」の評価項目ごとに評価をおこなった

結果、評価項目ごとの得点（以下「評価点」という）の合計を「加算点」として

与える。 
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（２）評価の基準 

簡易型の施工計画は、下表５項目から１～２項目を選択する。 

特別簡易型は、施工計画を選択しない。 

標準型・高度技術提案型では、求める技術提案、評価基準及び評価点を工事ごと

に定める。 

施工計画、技術提案以外の項目は、特別簡易型、簡易型、標準型、高度技術提案

型共通とし、工事特性、公告においての必須要件を踏まえて別表を参考に選択する。 

    WTO標準型では、技術提案のみを求め、その提案、評価基準及び評価点を工事ご

とに定める。 

    

「１」企業の技術力について  

評 価 項 目 評 価 基 準 

評価点 

満点

が 

満点が 

２０点 

１－１ 施工計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 工程管理に係わる 

  項目 

 

 

現場条件を踏まえ適切であり、重要な項目が記

載され、工夫が見られる 
10 15～20 

現場条件を踏まえ適切であり、工夫が見られる 5 5～10 

現場条件を踏まえ適切である 0 0 

未記入、または不適切である 欠格 欠格 

② 品質確保に係わる 

  項目 

 

 

現場条件を踏まえ適切であり、重要な項目が記

載され、工夫が見られる 
10 15～20 

現場条件を踏まえ適切であり、工夫が見られる 5 5～10 

現場条件を踏まえ適切である 0 0 

未記入、または不適切である 欠格 欠格 

③ 施工上の課題に 

  係わる項目 

 

現場条件を踏まえ適切であり、重要な項目が記

載され、工夫が見られる 
10 15～20 

現場条件を踏まえ適切であり、工夫が見られる 5 5～10 

現場条件を踏まえ適切である 0 0 

未記入、または不適切である 欠格 欠格 

④ 安全管理に係わる 

  項目 

 

 

現場条件を踏まえ適切であり、重要な項目が記

載され、工夫が見られる 
10 15～20 

現場条件を踏まえ適切であり、工夫が見られる 5 5～10 

現場条件を踏まえ適切である 0 0 

未記入、または不適切である 欠格 欠格 

⑤ 施工上配慮すべき 

  項目 

 

 

現場条件を踏まえ適切であり、重要な項目が記

載され、工夫が見られる 
10 15～20 

現場条件を踏まえ適切であり、工夫が見られる 5 5～10 

現場条件を踏まえ適切である 0 0 

未記入、または不適切である 欠格 欠格 

※特に技術力を評価する必要がある場合は満点を「２０点」とすることができることと

し、鋼構造物工事等を対象とする。 
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１－２ 配置予定技術者の能力（※１） 

 1-2-1 資格 １級土木施工管理技士等、又は同等以上の資格 1 

上記以外の工事施工等に係わる資格 0 

1-2-2 同種工事の施工 

実績 

 （※２） 

主任技術者（監理技術者）として同種工事の実績あり 2 

監理技術者補佐又は担当技術者として同種工事の実績

あり
1 

その他 0 

1-2-3 優良工事技術者 

表彰 

表彰の実績 あり 1 

表彰の実績 なし 0 

1-2-4 工事成績 

当該業種での工事成績

評定点の平均点 

（※４） 

８２点以上 4 

８０点以上８２点未満 3 

７８点以上８０点未満 2 

７２点以上７８点未満 1 

７２点未満又は成績実績なし 0 

1-2-5 継続教育 

（CPD） 

取組状況が優良 1 

取組なし又は取組状況が上記未満 0 

  

１－３ 配置予定技術者のヒアリング（※１） 

 

 

1-3-1  技術者の専門技 

術力 

実績として挙げた工事の担当分野に中心的・主体的に

参画し、創意工夫等の積極的な取り組みが確認できる 
4 

実績として挙げた工事の担当分野において適切な工事

管理を行ったことが確認できる 
2 

その他 0 

1-3-2 当該工事の理解度 

・取り組み姿勢 

当該工種について適切に理解した上で、施工上の提案

等積極的な取り組み姿勢が見られる 
4 

当該工種について適切に理解している 2 

その他 0 

1-3-3 技術者のコミ

ュニケーション能力 

質問に対する応答が明快、かつ迅速である 2 

その他 0 

 

１－４ 企業の施工実績 

 1-4-1 同種工事の施工 

実績 

（※２） 

都道府県又は国機関の同種工事の施工実績あり 2 

市町村・公営企業等などの同種工事の施工実績あり 1 

その他 0 

1-4-2 工事成績 

当該業種での工事成績 

評定点の平均点 

（※４） 

８２点以上 4 

８０点以上８２未満 3 

７８点以上８０点未満 2 

７２点以上７８点未満 1 

 ７２点未満又は成績実績なし 0 
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※過去２ヶ年度のそれぞれの平均点が６０点未満 ま

たは、前年度以降において５５点未満の工事成績があ

る者 
-2 

1-4-3 優良工事表彰の 

有無 

 

特別表彰あり（＊３－１） 3 

表彰あり （特別表彰との重複はしない）（＊３－

）
2 

表彰はされなかったが、評価要件を満たす工事の実績

あり（表彰との重複はしない）（＊３－２） 
1 

上記以外 0 

1-4-4 事故及び不誠実 

な行為 （※６） 

 

指名停止（３ヶ月以上） -4 

指名停止（１ヶ月以上３ヶ月未満） -2 

指名停止（１ヶ月未満） -1 

1-4-5 ＩＳＯ認証取得 

状況 （※７） 

ＩＳＯ９００１又は１４００１の認証を取得済み 1 

認証を未取得 0 

    

１－５ 企業の施工技術  

 

 

 

1-5-1 ＩＣＴ施工技術の 

活用 （※８） 

活用 あり 1 

活用 なし 0 

1-5-2 登録基幹技能者 

の配置（※９） 
配置する 1 

配置しない 0 

 

※１ 配置予定技術者を１人に特定できない場合は、複数の技術者を配置予定技術者と

することができる。この場合、審査資料は、すべての配置予定技術者について提

出するものとし、配置予定技術者の評価点は、配置予定技術者ごとに「配置予定

技術者の能力」及び「地域精通度」についての評価点を合計し、最も低い評価を

受けたものをもって算定する。 

   配置予定技術者のヒアリングを実施する場合にはヒアリング結果を加える。 

   同等以上の資格とは、当該業種の監理技術者となることができる国家資格のこ

と。 

 ※２ 同種工事の施工実績は、平成２２年４月１日以降当該年度（入札参加資格申請締

切日まで）の完成している工事を対象とする。 

配置予定技術者の施工実績は、完成時に監理技術者、監理技術者補佐、主任技術

者又は担当技術者（担当技術者については完成時にCORINSに登録された者に限

る。）として施工従事したものを対象とする。また、当該技術者の他社で施工従

事した経験についても実績としても認める。 

※３－１  

優良工事技術者表彰及び優良工事表彰は、山梨県による「住みよい県土建設週間

における知事表彰」について、次に掲げる条件に該当する表彰実績があれば対象

とする。なお、工種は問わないものとする。 

１）入札参加締め切り日がその日の属する年度（以下「当該年度」という。）の

４月１日から当該年度の優良工事表彰の日の前日までの間の場合にあっては、

当該年度の３カ年前の年度から当該年度の前年度までの間のいずれかの年度

において表彰された実績があること。 
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２）入札参加締め切り日が当該年度の優良工事表彰の日から３月３１日までの間

の場合にあっては、当該年度の３カ年前の年度から当該年度までの間のいず

れかの年度において表彰された実績があること。 

 

※３－２ 

  ３－１に掲げる優良工事表彰の実績はないが、下記の【評価要件】を満たす工事

実績があった場合には、評価点１点を与えるものとする。なお、工種は問わない

ものとする。 

【評価要件】 

   次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める条件に全て該当すること。 

   1)入札参加締め切り日が当該年度の４月１日から当該年度の優良工事表彰の日

の前日までの間の場合 

① 当該年度の３カ年前の年度から当該年度の前年度までの間のいずれか

の年度において表彰された実績がないこと。 

② 当該業者が当該年度の前年度の優良工事表彰の日時点において、山梨

県内に本店又は建設業法上の許可に基づく支店・営業所を有する者であ

ること。 

③ 当該業者が、当該年度の前々年度の優良工事表彰の日から入札参加締

め切り日までの期間において、重大な欠陥を有する工事を施工したこと

がない者であること。 

     ④ 当該年度の当該年度の３カ年前の年度の優良工事表彰の日から入札参

加締切日までの期間において、人身事故・関係法令違反等により指名停

止を受けたことがない者であること。 

     ⑤ 当該年度の前々年度に完成している全ての県発注工事を対象とし、工

事成績評定点が８０点以上の工事実績があり、かつ工事成績評定の平均

点が７０点以上で６５点未満の工事の実績がないこと。 

    2)入札参加締め切り日が当該年度の優良工事表彰の日から３月３１日までの

間の場合（下記のいずれかの場合の条件に全て該当すること。） 

[当該年度の前年度の優良工事表彰の日を評価基準日とする場合（CASE

1）] 

① 当該年度の３カ年前の年度から当該年度までの間のいずれかの年度にお

いて表彰された実績がないこと。 

かつ、上記１）の②から⑤の全ての条件に該当すること。 

 

[当該年度の優良工事表彰の日を評価基準日とする場合（CASE2）] 

①  当該年度の３カ年前の年度から当該年度までの間のいずれかの年度

において表彰された実績がないこと。 

②  当該業者が当該年度の優良工事表彰の日時点において、山梨県内に

本店又は建設業法上の許可に基づく支店・営業所を有する者であるこ

と。 

③ 当該業者が、当該年度の前年度の優良工事表彰の日から入札参加締め
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切り日までの期間において、重大な欠陥を有する工事を施工したことが

ない者であること。 

     ④ 当該年度の当該年度の前々年度の優良工事表彰の日から入札参加締切

日までの期間において、人身事故・関係法令違反等により指名停止を受

けたことがない者であること。 

     ⑤ 当該年度の前年度に完成している全ての県発注工事を対象とし、工事

成績評定点が８０点以上の工事実績があり、かつ工事成績評定の平均点

が７０点以上で６５点未満の工事の実績がないこと。 

    ※上記における「工事成績評定点が８０点」とは、工事成績評定通知書別表

１(＊)端数処理前の評定点合計の数値の小数点以下を切り捨てた数値と

する。 

     また、「６５点」、「７０点」とは、工事成績評定通知書４成績評定①評

定点の数値とする。 

 ※４ 工事成績評定通知書に記載された評定点の平均点は、山梨県発注工事であって、

入札締め切り日の属する年度の過去２ヶ年度に完成している工事及び入札締め切

り日の属する年度においては公告日の属する月の前々月の月末までに完成してい

る工事を対象として算出する。 

配置予定技術者の工事成績は、主任技術者、監理技術者として最終登録された工

事で、入札参加資格とした工事の業種（建設業法第２条第１項に掲げる業種）と

同一業種の工事成績を対象として算出する。 

企業の工事成績は、入札参加資格とした工事の業種（建設業法第２条第１項に掲

げる業種）と同一業種の工事成績を対象として算出する。 

（ただし、評価対象は、山梨県電子入札システムにより発注した工事に限る。

（紙入札により発注した工事は除く。）） 

※５ 継続教育（CPD）の評価は、配置予定技術者の学習履歴について、建設系資格認

定団体の証明書の写しを求め、「当該団体の推奨単位以上を取得している。」及

び「公告日から過去一年以内に証明期間の一部が含まれていること。」の証明が

ある場合について評価する。証明期間は、証明書に記載された「取得期間」また

は、「証明期間」とし、年単位で評価する。証明期間に端数がある場合は切り上

げて評価し、切り上げ後の証明期間年数で単純平均して取得単位を算出する。ま

た、年間または数年間の推奨単位が記載されている場合は、いずれかが満足して

いれば評価する。（ＣＰＤ評価対象期間の事例参照） 

※６ 事故及び不誠実な行為は、公告日から過去１年間を対象期間とし、複数回指名停止

を受けた場合は、合計月数とする。また、指名停止期間が対象期間内に１日でも

かかる場合は、全ての指名停止期間を対象とする。 

※７ 公告日時点で認証取得している場合に評価するものとし、登録範囲に対象工事の

内容を含んでいるものとする。なお、審査登録機関は、次のいずれかとする。 

①（財）日本適合性認定協会（以下「ＪＡＢ」という）に認定されている審査

登録機関 

②ＪＡＢと相互認証している認定機関に認定されている審査登録機関 
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※８ 工事において、山梨県各部局で別に定める「ＩＣＴ活用工事試行要領」等に基づ

き、施工プロセスのうち②④⑤を必ず含むことにより、ＩＣＴ施工技術を活用す

ることを宣誓した企業を評価する。 

ただし、評価対象は、ＩＣＴ施工技術の活用を「受注者希望型」として公告する

工事に限る。（「発注者指定型」として公告する工事等は除く。） 

※９ 元請又は下請企業の技能者（元請の主任（監理）技術者を除く）として、当該工

事に関連する種類のいずれかに登録基幹技能者を１人以上配置する場合に評価す

る。 
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《ＣＰＤ評価対象期間の事例》 
 

 
 

《参考：証明書を発行している団体》 
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「２」企業の信頼性社会性 
 

評 価 項 目 評 価 基 準 評価点 

２－１ 地域精通度 （※１） 

 2-1-1 地理的条件 

（企業）（※２） 

施工実績あり 3 

施工実績なし 0 

2-1-2 地理的条件 

（配置予定技術者） 

施工実績あり 1 

施工実績なし 0 

2-1-3(1)本店所在地 

（※３） 

※入札参加資格業種が、 

「土木一式工事」以外の場合

工事箇所と同一の市町村内に本店を有する 2 

工事箇所と同一の建設事務所管内に本店を有する 1 

その他 0 

 2-1-3(2) 本店所在地 

（※３） 

※入札参加資格業種が、 

「土木一式工事」の場合  

工事箇所と同一の建設事務所（支所も含む7エリア）

管内かつ同一の市町村内に本店を有する 
2 

工事箇所と同一の建設事務所（支所も含む7エリア）

管内に本店を有する 
1 

その他 0 

 

評 価 項 目 評 価 基 準 評価点 

２－２  地域貢献度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-2-1(1)災害協定等の 

締結  （※４） 

※入札参加資格が、「土木一式

工事」、「舗装工事」以外の

場合 

協定の締結あり 2 

協定の締結なし 0 

2-2-1(2)災害協定等の 

締結  （※４） 

※入札参加資格が「土木一式工

事」、「舗装工事」の場合 

①「災害時における応急対策業務に関する基本協定」

（（一社）山梨県建設業協会）の締結あり 
2 

②   上記①以外の山梨県地域防災計画に掲載される 

各種協定の締結あり 
1 

③   対象協定の締結なし（上記①、

②以外） 
0 

2-2-2 ｢災害時の広

域応援業務に関す

る協定｣の締結 

(※５) 

協定の締結 あり １ 

協定の締結 なし 0 

2-2-3 ｢家畜伝染病

における防疫対策

業務に関する協定｣

の締結    (※６) 

協定の締結 あり １ 

協定の締結 なし 0 
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2-2-4 土木施設等緊

急維持修繕業務委

託の実績    （※７） 

受託実績 あり 1 

受託実績 なし 0 

 2-2-5 除雪業務委託 

の実績 

（※７） 

受託実績 あり 1 

 
受託実績 なし 0 

 2-2-6  耕作放棄地 

等の解消 
実績 あり 1 

 
実績 なし 0 

 2-2-7 その他の地域 

貢献  （※８） 
実績 あり 1 

 
実績 なし 0 

 

評 価 項 目 評 価 基 準 評価点 

２－３  企業の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-3-1 若手技術者の育成 

（※９） 

国家資格を有する若手技術者を配置予定技術者 

又は担当技術者として配置 
2 

国家資格を有しない若手技術者を担当技術者として配

置 
１ 

上記以外 0 

2-3-2 新規雇用の実績

（※10） 

学校を卒業後３年以内に採用し、雇用期間が2年

以上5年未満の雇用実績あり 
1 

上記条件の雇用実績なし 0 

2-3-3 ワークライフバ

ランスの推進（※11） 

ワークライフバランス関連認定あり 1 

認定なし 0 

 

 

※１ 地域精通度については、近隣地域での平成２２年４月１日以降当該年度（入札参加

資格申請締切日まで）の完成している実績を対象とする。 

※２ 全てのタイプ・・・・３点 
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※３ 「入札参加者が県内企業に限られない場合」は、以下の評価基準と評価点を用いる

ものとする。 

・工事箇所と同一の建設事務所管内に本店を有する・・・・２点

・県内に本店を有する・・・・１点

・その他・・・・０点

「入札参加者が県外のみと想定される場合」は、評価項目としないことができる。

※４ 山梨県が災害時に備えて締結した各種協定で、入札参加締め切り日が締結した協定

の有効期間中であるものを対象とする。 

※５ 山梨県が一般社団法人山梨県建設業協会と締結した｢災害時の広域応援業務に関す

る協定｣を対象とする。 

※６ 山梨県が一般社団法人山梨県建設業協会と締結した「家畜伝染病における防疫対策

業務に関する協定」を対象とする。 

※７ 山梨県が発注した土木施設等緊急維持修繕業務委託及び除雪業務委託の実績とし、

対象期間は過去５ヶ年度及び当該年度（入札参加資格申請締切日までに契約済み）

とする

※８ その他の地域貢献は、「地域の担い手として農業参入した実績」や「やまなし森づ

くりCO2吸収認定制度の実績」等、部局別の貢献課題から必要に応じ選択し評価項

目とすることができる。

※９ 若手技術者は、公告日が属する年度において３５歳以下の者とし、国家資格を有す

る場合は「２点」、国家資格を有しない場合は「１点」とする。国家資格を有しな

い若手技術者は、配置予定技術者（主任（監理）技術者）以外の者とする。ただし、

現場代理人との兼務は、認める。国家資格を有する若手技術者は配置予定技術者

（主任（監理）技術者）及び現場代理人とすることができる。なお、企業との直接

的かつ恒常的な雇用関係があること（入札参加の申し込みを行った日以前に３ヶ月以

上の期間、継続した雇用関係があること。）とし、健康保険・厚生年金被保険者標準

報酬決定通知書の写しなどの提出を求める。ここでいう国家資格とは、監理技術者又

は主任技術者となりうる国家資格をいう。 

※10  学校を卒業後３年以内に採用し、雇用期間が２年以上５年未満の雇用実績を評価す

る。 

 [「学校」とは、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する学校若し

くは第１２４条に規定する専修学校を卒業した者又は職業能力開発促進法（昭和４

４年法律第６４号）第１５条の７第１項第１号に規定する職業能力開発校、同項第

２号に規定する職業能力短期大学校若しくは同項第３号に規定する職業能力開発大

学校の訓練課程を修了した者（職業能力開発校及び職業能力短期大学校にあっては、

短期間の訓練課程を修了した者を除く。）。] 

※11  下記のワークライフバランス関連認定企業を評価する。

【厚生労働省の認定】 

「プラチナえるぼし認定・えるぼし認定」、「プラチナくるみん認定・くるみん認

定・トライくるみん認定」、「ユースエール認定」 

【山梨県の認定】 

「山梨えるみん認定・山梨クリスタルえるみん認定」 
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「３」高度な技術力（標準型、高度技術提案型） 

 

 
※１ 技術提案の評価項目及び評点は、上記３項目を参考に工事ごとに定める。 

※２ 標準型、高度技術提案型の技術提案については、必要に応じて専門分野の学識経験

者に意見を聴くことができるものとする。 

評 価 項 目 評 価 基 準 評価点 

   高度な技術力（技術提案）（※１ ※２）  ○○点 

 １ 総合的なコストの 

縮減に関する技術提案 

ライフサイクルコスト 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 

その他 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 

２ 工事目的物の性能・ 

機能の向上に関する 

技術提案 

性能・機能 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 

３ 社会的要請への対応 

に関する技術提案 

環境の維持 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 

交通の確保 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 

特別な安全対策 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 

リサイクル対策 

・提案数値による定量評価 

・提案内容に対する定性評価 
○○点 



別記２　　総合評価落札方式における標準的な手順

２－１　「簡易型　５億円以上の場合（事前審査方式）」の流れ図

○工事費内訳書の提出

◎技術資料の審査開始

◎技術審査集計

※県内下請活用審査型の場合は、様式４－１を様式４－２に
読み替える。

公 告 案 件 決 定

入 札 説 明 書

申請書及び資料の受付締切

入札参加資格確認結果通知

公 告

評価基準等の決定 学識経験者意見聴取

入札参加資格審査 ５日

必要に応じて意見聴取を行う

公 告 協 議

公共事業情報公開サービス
（県のホームページ）

入 札

開 札 ・ 総 合 評 価

学識経験者意見聴取

技 術 評 価 点 通 知

８日

8日

標準日数

累計日数

１１日

１１日

１６日

２４日

１日

３２日

３３日総合評価による落札者決定

総 合 評 価 結 果 の
公 表 （ 様 式 ４ － １ ）
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２－２　「簡易型　５億円未満の場合（事後審査方式）」の流れ図

◎技術資料の提出

○工事費内訳書の提出

◎技術審査開始

◎技術審査集計

※県内下請活用審査型の場合は、様式４－１を様式４－２に
読み替える。

開 札 ・ 総 合 評 価 ２６日

総 合 評 価 結 果 の
公 表 （ 様 式 ４ － １ ）

公共事業情報公開サービス
（県のホームページ）

学識経験者意見聴取

1日

必要に応じて意見聴取を行う

総合評価による落札者決定 ２７日

入 札 説 明 書 １１日

申請書及び資料の受付締切 １１日

５日

技 術 評 価 点 通 知
１０日

入 札 １６日

公 告 案 件 決 定

評価基準等の決定 学識経験者意見聴取

公 告 協 議

標準日数

公 告
累計日数
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２－３　「特別簡易型（Ⅱ）」の流れ図

◎技術資料の提出

○工事費内訳書の提出

◎技術審査開始

◎技術審査集計

総 合 評 価 結 果 の
公 表 （ 様 式 ４ － １ ）

公共事業情報公開サービス
（県のホームページ）

８日学識経験者意見聴取

必要に応じて意見聴取を行う

技 術 評 価 点 通 知

１日

総合評価による落札者決定

標準日数

公 告
累計日数

２５日

入 札 １６日

開 札 ・ 総 合 評 価 ２４日

入 札 説 明 書 １１日

申請書及び資料の受付締切 １１日

５日

公 告 案 件 決 定

評 価 基 準 等 の 決 定 学識経験者意見聴取

公 告 協 議

-20-



２－４  「特別簡易型（Ⅰ）」の流れ図

◎技術資料の提出

○工事費内訳書の提出

◎技術審査開始

◎技術審査集計

総合評価による落札者決定 ２２日

９日

４日

総 合 評 価 結 果 の
公 表 （ 様 式 ４ － １ ）

公共事業情報公開サービス
（県のホームページ）

学識経験者意見聴取

必要に応じて意見聴取を行う

８日

技 術 評 価 点 通 知

１日

公 告
累計日数

入 札 １３日

開 札 ・ 総 合 評 価 ２１日

入 札 説 明 書 ９日

申請書及び資料の受付締切

公 告 案 件 決 定

評 価 基 準 等 の 決 定 学識経験者意見聴取

公 告 協 議

標準日数
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２－５　「標準型・高度技術提案型」の流れ図

目安となる日数

（必要に応じて見積書の提出）

（高度技術提案型）

※WTO型の場合は、様式４－１を様式４－３に読み替える。

開 札 ・ 総 合 評 価

予定価格算定の提案選定

７日
予定価格の作成

総合評価による落札者決定

総 合 評 価 結 果 の
公 表 （ 様 式 ４ － １ ）

公共事業情報公開サービス
（県のホームページ）

学識経験者意見聴取

必要に応じて意見聴取を行う

５日 技術評価質問受付

技術提案評価結果公表

技 術 評 価 質 問 ・ 回 答

７日

１４日
３日 採否に対する質問受付

改善された技術提案の
採否の通知

採否に対する質問・回答
採否に対する

質問受付

採否に対する質問・回答
２０日

入 札

技 術 提 案 の 改 善 及 び 予 定 価 格 の 作 成

確 認 結 果 通 知
（改善が必要な場合）

技術提案評価 改善された技術提案の提出

技術提案の採否の通知
改善された技術提案の審査

公 告

２０日 入 札 説 明 書

申請書及び資料の受付締切

２０～３０日 入札参加資格審査

　標準型・高度技術提案型に係る意見聴取については、技術提案の改善を求める場合及び技術提案の
審査を含めて予定価格を作成する場合等、学識経験者に対して個別に意見聴取を行うが、必要がある
場合は審査委員会による審査を行うことが出来る。

公 告 案 件 決 定

評 価 基 準 等 の 決 定 学識経験者意見聴取

公 告 協 議

-22-



別記３　　予定価格１億～５億円，技術的難易度Ⅲ・Ⅳの工事で特別簡易型（Ⅱ）が選択できる工種

No 工種① 工種② 施工箇所 条件① 条件② 条件③ 条件④

① 橋梁撤去工事 －
供用中の道路への影響を及ばさ
ない工法であること。

安全性に特に問題がない工事で
あること。

騒音・振動等の環境対策が必要
な工事でないこと。

トラス橋や合成床版などの特殊
な橋梁形式でないこと。

② 橋梁耐震補強工事

橋脚・橋台補強工事
縁端拡幅工、落橋防止装置設置工、
変位制限装置設置工、橋脚巻立工、
支承取替工

主として橋梁下部工の補
強工事（工種②に該当す
る工事）であること。

対象橋梁が跨線橋または２車線
以上の道路を跨ぐ跨道橋でない
こと。

交通量１万台以上の道路の場合
は現道上での交通規制をともな
わない工事であること。

沓座からフーチング上面までの
高さが２０ｍ未満であること。

安全管理や施工上の配慮で特に
考慮する必要がないこと。

③ 橋梁補修工事

橋梁補修工事
床版補修工、伸縮装置補修工、
支承補修工、橋脚・橋台補修工、
塗替塗装工、防護柵補修工、
地覆補修工

対象橋梁が跨線橋または２車線
以上の道路を跨ぐ跨道橋でない
こと。

交通量１万台以上の道路の場合
は現道上での交通規制をともな
わない工事であること。

沓座からフーチング上面までの
高さが２０ｍ未満であること。

安全管理や施工上の配慮で特に
考慮する必要がないこと。

④ 電線共同溝工事 － －
施工管路延長が５００ｍ未満であ
ること。

既設構造物、占用物件等との調
整のための断面変化（管路や構
造物の形状変化）が施工延長の
半分程度以下であること。

各特殊部間による管路断面変化
（縦断的形状変化）が施工延長
の半分程度以下であること。

既設重要構造物の移設等の特
殊な工事が必要でないこと。

⑤ 砂防ダム工事 本堤工事
現河床より上での本堤工
事であること。

出水期施工（５月～１０月）をとも
なわないこと。

現河床より上での本堤工事であ
ること。

土砂流出または斜面崩壊の危険
性のない工事であること。

⑥ 下水道工事 管渠工
下水道施設の改築・更新・耐震
工事であること。

隣接する工区に調整を要する同
種の工事がないこと。

⑦ 下水道工事 電気設備工、機械設備工
下水道設備の新設工事であるこ
と。

隣接する工区に調整を要する同
種の工事がないこと。

⑧ 建築付帯工事 設備工事、外構工事等
建築物の新築・増築・改築工事
に付帯する工事であること。

⑨ 建築改修工事 建築工事、設備工事等
建築物又は工作物の改修工事で
あること。

⑩ 建築解体工事 解体工事
建築物又は工作物の解体工事で
あること。

周辺環境に特別な配慮が必要な
ものでないこと。

⑪ 林道開設工事
公道との接続部を有しな
い工事であること。

切土高平均が２０ｍを超えない工
事であること。

落石対策工事を含まない工事で
あること。

橋梁工事を含まない工事である
こと。

⑫ 山腹工事
施工面積が0.1ha未満の工事で
あること。

複合工種施工がない工事である
こと。

ケーブルクレーンを使用しない工
事であること。

⑬ 機械分解点検工事 発電所水車発電機分解点検工事
水力発電所の発電機の
工事であること。

分解点検工事であること。
主要電気工作物の更新を含まな
いこと。

※１） 工種①及び工種②に該当し、かつ、全ての条件（施工箇所、条件①～④）を満たす技術的、施工上の工夫の余地が少ない工事に限り、特別簡易型（Ⅱ）が選択できるものとする。

※２） 上表の条件に関わらず、施工計画（品質確保、施工上の課題、安全管理、施工上の配慮、工程管理）で技術的、施工上の工夫を求める余地（求めるべき課題）がある工事は、

原則、簡易型を選択するものとする。
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様式２号 

○ ○ 第    号  
令和  年  月  日 

 
学識経験を有する者 様 

 
山梨県 県土整備部長 

氏 名  印 
 

総合評価落札方式による発注方法について（依頼） 
 

このことについて、総合評価実施要領第８条第１項の規定に基づき、別添の

工事の適用及び評価基準について意見を求めます。
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様式４号 

○ ○ 第    号  
令和  年  月  日 

 
学識経験を有する者 様 

 
山梨県 県土整備部長 

氏 名  印 
 

総合評価落札方式に係る落札者の決定について（依頼） 
 
このことについて、総合評価実施要領第８条第２項の規定に基づき、別添の

工事箇所に係る落札者の決定について意見を求めます。
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様式１１号 

 

価格以外の評価に係る疑義について（照会） 

 

令和  年  月  日 

 

 

  発注機関の長 様 

 

 

１ 疑義のある者の住所氏名 

住   所 

（郵便番号       電話番号            ） 

商号又は名称 

代 表 者 名                   印 

 

２ 疑義の対象となる工事等名・箇所名 

工事（業務）名     

工事（業務）箇所名   

 

３ 疑義のある事項 
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様式１２号 

○ ○ 第    号 
令和  年  月  日 

 

 

住 所  
商号又は名称 
代 表 者 名           様 

 

 

発注機関の長 
 
 

価格以外の評価に係る疑義に対する回答 

 

 

令和  年  月  日付けで疑義があった件について、下記のとおり回答

します。 

 

 

記 

 

 

１ 疑義の対象とされた工事（業務）名・箇所名 

工事（業務）名     

工事（業務）箇所名   

 

２ 回答内容 

※ 疑義のあった内容を認め、評価結果を修正します。 

※ 疑義のあった内容については、次の理由のとおりです。 

 

３ 評価結果の公表 

修正後の評価結果については、令和○年○月○日にホームページで公表

します。 
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様式１３号 

○ ○ 第    号 
令和  年  月  日 

 
（提案者）    様 

 

発注機関の長 
 

 

技術提案採否通知書 

 

このことについて、総合評価落札方式実施要領第１９第１項の規定に基づき、

技術提案書に対する審査結果を下記のとおり通知します。 

 

記 

 

  １  工 事 名       

 

  ２  工事箇所 

 

  ３  公 告 日     

 

  ４  技術提案の採否 
 

技術提案の内容 採 否 採用しない理由 

 ① ○○の提案  採用 不採用 

   

 

 

 ② ◇△に提案  採用 不採用 

 

 

 

    

 
注）技術案提案者は、その認められない理由について令和  年  月  日までに

書面により、発注者へ説明を求めることができる。 
 
 



様式１－１ （総合評価の種類を表示）

令和○○年度

工
程
管
理

品
質
確
保

施
工
上
の
課
題

安
全
管
理

施
工
上
の
配
慮

技
術
者
の
資
格

同
種
工
事
の
実
績

優
良
技
術
者
表
彰

工
事
成
績

継
続
教
育

専
門
技
術
力

理
解
度
･
取
り
組
み
姿
勢

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹｰ

ｼ
ｮ
ﾝ
能
力

同
種
工
事
の
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

事
故
及
び
不
誠
実
な
行
為

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
取
得

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
技
術
の
活
用

登
録
基
幹
技
能
者
の
配
置

技
能
者
の
配
置
状
況

機
械
の
配
置
状
況

近
隣
工
事
会
社
実
績

近
隣
工
事
技
術
者
実
績

本
店
所
在
地

災
害
協
定

災
害
協
定

（
広
域
応
援

）

防
疫
対
策
協
定

維
持
管
理
業
務
委
託

除
雪
業
務
委
託

耕
作
放
棄
地
等
解
消

そ
の
他
の
地
域
貢
献

若
手
技
術
者
の
育
成

新
規
雇
用
の
実
績

W
L
B
の
推
進

総
合
的
な
コ
ス
ト
の
縮
減

に
関
す
る
技
術
提
案

工
事
目
的
物
の
性
能

、
機
能

の
向
上
に
関
す
る
技
術
提
案

社
会
的
要
請
へ
の
対
応

に
関
す
る
技
術
提
案

合
計

選択
項目 － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ － ○ ○ 24項目 難易度 Ⅲ

（
減
点

）

－ －

易・やや難
・難判定

やや難

（
減
点

）

－ －

（
減
点

）

－ －

選択
項目 － ○ － ○ － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ － － － 24項目 難易度 Ⅲ

30点 － 10 － 10 － 1 2 1 4 1 － － － 2 4 3

（
減
点

）

1 1 1 － － 3 1 2 2 1 － 1 1 － － 2 1 1 － － － 56点

易・やや難
・難判定

やや難

選択
項目 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ － － － 16項目 難易度 Ⅱ

20点 － － － － － － － － － － － － － 2 4 3

（
減
点

）

1 1 1 － － 3 － 2 2 1 － 1 1 － － 2 1 1 － － － 26点

易・やや難
・難判定

やや難

選択
項目 － － － － － － － － － － － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ － － ○ － ○ ○ ○ － ○ ○ － － ○ ○ ○ － － － 16項目 難易度 Ⅱ

15点 － － － － － － － － － － － － － 2 4 3

（
減
点

）

1 1 1 － － 3 － 2 2 1 － 1 1 － － 2 1 1 － － － 26点

易・やや難
・難判定

やや難

選択
項目

0項目 難易度

0点

易・やや難
・難判定

選択
項目

0項目 難易度

0点

易・やや難
・難判定

必要な説明図面を添付すること

令和　　　年　　　月　　　日

落札者決定時の意見聴
取：

　　　　　　　　要　・　不要

学　識　経　験　者　氏　名 意　見　聴　取　日

令和　　　年　　　月　　　日

6

一般競争入札
（特別簡易型

（Ⅰ））

落札者決定時の意見聴
取：

　　　　　　　　要　・　不要

5

落札者決定時の意見聴
取：

　　　　　　　　要　・　不要

4
○○事務所
（○○事務所）

□□線道路改良工事 △△市××地内
道路改良　Ｌ＝３０ｍ
　　　　　　　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

35

一般競争入札
（簡易型）

落札者決定時の意見聴
取：

　　　　　　　　要　・　不要

3
○○事務所
（○○事務所）

□□線道路改良工事 △△市××地内
道路改良　Ｌ＝１００ｍ
　　　　　　　Ｗ＝５．５（７．０）ｍ

60
一般競争入札
（特別簡易型

（Ⅰ））

落札者決定時の意見聴
取：

　　　　　　　　要　・　不要

2
○○課
（○○事務所）

○○線橋梁工事 ○○市○○町△△地内 橋梁下部工　逆T式橋台２基 120

－ － 50 50 152点

3者JV
2 4 3 16 3 12 3 － －

1500
一般競争入札

（標準型）
(WTO型以外)

落札者決定時の意見聴
取：

　　　　　　　　要　・　不要

40点 － － － － － 1

施工体制 地域精通度 地域貢献度 企業の取組 技術提案

1
○○課
（○○事務所）

○○トンネル
建設工事（一部債務）

○○市○○町△△地内

トンネル工　L=○m、　W=○m
　掘削方式　NATM工法
  内空断面　A=○m2
  覆工コンクリート　V=○m3
　インバートコンクリート　V=○
m3

　　学識経験者の意見 備考

企　　業　　の　　技　　術　　力 企業の信頼性社会性 高度な技術力

施工計画 配置予定技術者 ヒアリング 企業の施工実績
企業の

施工技術

総合評価落札方式による発注予定箇所一覧　（施工体制評価型は型式名を、災害復旧工事は「災害」と表示する）

ＮＯ
執行所属

（所轄所属）
工事名 工事箇所 工事概要

概 　算
工事費

（百万
円）

入札方式
（総合評価
の種類）

加
算
点
の
満
点

評価項目及び配分点

1 1 3 1 2 2 2 1 11 － 1 1 － －

発注予定箇所一覧作成上の注意：総合評価の種類（型式）ごと整理すること。

特別簡易型等で評価する可能性の無いグレー着色部の評価項目を削除して一覧表を作成しても良い。

工事毎に求める技術提案と配点を定める
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様式1－２ （簡易型）

令和○○年度

「
県
内
下
請

」

（
ａ
＋
ｂ

）

－ ○ ○ － － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19項目 難易度 Ⅲ

－ 10 10 － － 1 2 1 4 1 － － － 2 4 3

（
減
点

）

1 1 1 3 1 2 1 1 49点 30点 6点 36点

易・やや難
・難判定

やや難

－ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ － － － ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18項目 難易度 Ⅲ

－ 10 － － － 1 2 1 4 1 － － － 2 4 3

（
減
点

）

1 1 1 3 1 2 1 1 39点 25点 5点 30点

易・やや難
・難判定

やや難

0項目

0点

0項目

0点

0項目

0点

0項目

0点

必要な説明図面を添付すること

学　識　経　験　者　氏　名 意　見　聴　取　日

令和　　　年　　　月　　　日

令和　　　年　　　月　　　日

6

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

5

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

4

3

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

2
○○事務所
（○○事務所）

○○設備更新工事 ○○市○○町△△地内 ○○設備更新　１式 50
一般競争入札

（簡易型）

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

W
L
B
の
推
進

1
○○課
（○○事務所）

○○設備更新工事 ○○市○○町△△地内 ○○設備更新　１式 120
一般競争入札

（簡易型）

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
技
術
の
活
用

登
録
基
幹
技
能
者
の
配
置

近
隣
工
事
会
社
実
績

近
隣
工
事
技
術
者
実
績

若
手
技
術
者
の
育
成

新
規
雇
用
の
実
績

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹｰ

ｼ
ｮ
ﾝ
能
力

同
種
工
事
の
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

事
故
及
び
不
誠
実
な
行
為

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
取
得

同
種
工
事
の
実
績

優
良
技
術
者
表
彰

工
事
成
績

継
続
教
育

専
門
技
術
力

理
解
度
･
取
り
組
み
姿
勢

企業の施工実績 企業の施工技術 地域精通度 企業の取組

工
程
管
理

品
質
確
保

施
工
上
の
課
題

安
全
管
理

施
工
上
の
配
慮

技
術
者
の
資
格

加
算
点

（
ｂ

）

加
算
点
合
計

学識経験者の意見聴取 備考

企　　業　　の　　技　　術　　力 企業の信頼性社会性

合
　
計

施工計画 配置予定技術者 ヒアリング

総合評価落札方式による発注予定箇所一覧  (県内下請活用審査型)

ＮＯ
執行所属

（所轄所属）
工事名 工事箇所 工事概要

概 　算
工事費

（百万円）

入札方式
（総合評価
の種類）

評価項目及び配分点 加
算
点

（
ａ

)

この様式は加算点算出後に更に加点するタイプに使用する。

-30-



様式１－３ （WTO標準型）

令和○年度　　

技
術
者
の
資
格

同
種
工
事
の
実
績

優
良
技
術
者
表
彰

工
事
成
績

継
続
教
育

専
門
技
術
力

理
解
度
･
取
り
組
み
姿
勢

ｺ
ﾐ
ｭ
ﾆ
ｹｰ

ｼ
ｮ
ﾝ
能
力

同
種
工
事
の
実
績

工
事
成
績

優
良
工
事
表
彰

事
故
及
び
不
誠
実
な
行
為

Ｉ
Ｓ
Ｏ
認
証
取
得

Ｉ
Ｃ
Ｔ
施
工
技
術
の
活
用

登
録
基
幹
技
能
者
の
配
置

近
隣
工
事
会
社
実
績

近
隣
工
事
技
術
者
実
績

本
店
所
在
地

災
害
協
定

災
害
協
定

（
広
域
応
援

）

防
疫
対
策
協
定

維
持
管
理
業
務
委
託

除
雪
業
務
委
託

耕
作
放
棄
地
等
解
消

そ
の
他
の
地
域
貢
献

若
手
技
術
者
の
育
成

新
規
雇
用
の
実
績

W
L
B
の
推
進

選択
項目 － － － 0項目

50点 － － － 0点

選択
項目

0項目

0点

選択
項目

0項目

0点

選択
項目

0項目

0点

選択
項目

0項目

0点

選択
項目

0項目

0点

※WTO型の加算点の最高点は、評価項目の配分点の合計とする。 必要な説明図面を添付すること

令和　　　年　　　月　　　日

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

学　識　経　験　者　氏　名 意　見　聴　取　日

令和　　　年　　　月　　　日

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

6

5

4

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

3

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

一般競争入札
（WTO標準型）

　落札者決定時の意見聴取：

　　　　　　　　　　　要　・　不要

2

地域貢献度 企業の取組 技術提案

1

企業の施工実績

学識経験者の意見 備考

企　業　の　技　術　力 企業の信頼性社会性 高度な技術力

合
計

配置予定技術者 ヒアリング 企業の
施工技術 地域精通度

総合評価落札方式による発注予定箇所一覧

ＮＯ
執行所属

（所轄所属）
工事名 工事箇所 工事概要

概 　算
工事費

（百万円）

入札方式
（総合評価
の種類）

加
算
点
の
最
高
点

評価項目及び配分点

工
事
毎
に
求
め
る
技
術
提
案
と
配
点
を
定
め
る
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様式４－１

契約番号

【評価基準】

工程管理 品質確保
施工上の

課題
安全管理

施工上の
配慮

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者表彰

工事成績
継続教育

（CPD)
専門技術

力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能
者の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

本店所在
地

災害協定
災害協定
(広域応援)

防疫対策
協定

維持管理
業務委託

除雪
業務委託

耕作放棄
地等解消

その他の
地域貢献

若手技術
者の育成

新規雇用
の実績

WLBの推進

【価格以外の評価結果】

工程管理 品質確保
施工上の

課題
安全管理

施工上の
配慮

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者表彰

工事成績
継続教育

（CPD)
専門技術

力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能
者の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

本店所在
地

災害協定
災害協定
(広域応援)

防疫対策
協定

維持管理
業務委託

除雪
業務委託

耕作放棄
地等解消

その他の
地域貢献

若手技術
者の育成

新規雇用
の実績

WLBの推進

評価点の平均

① ② ③－１ ③－２

※1：加算点は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

　　　加算点＝（得点／最高得点）×30

※2：評価値は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

 

落札者決定失格基準値

③-2低入基準価格
（税抜き） （税抜き） の80% の95%

低入札調査基準価格 ①入札書比較価格 ②基準評価値 ③-1平均評価点

令和　　　　　年　　　月　　　日

令和　　　　　年　　　月　　　日

氏　　　　　名 意見聴取日

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

評価値　※２
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

落札者 備　考 学　　識　　経　　験　　者　　の　　意　　見　　聴　　取

【総合評価結果】

入　　札　　者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※
１

（Ｂ）

地　域　貢　献　度 企業の取組

30点

配　　点

入　　札　　者

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

合計 加算点※１
施          工          計          画 配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配置予定技術者ヒアリング 地　域　精　通　度

評　価　項　目

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

合計

加算点の
満　点施          工          計          画 配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配置予定技術者ヒアリング 地　域　精　通　度 地　域　貢　献　度 企業の取組

総　合　評　価　落　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書

執行所属（所轄所属） 工　　事　　名 工　　事　　箇　　所 予定価格（税込み） 入札方式（総合評価の種類） 工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

企業の施工実績

企業の施工実績

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

※評価項目の表示は簡易型の例
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様式４－２

契約番号

【評価基準】

工程管理 品質確保
施工上の

課題
安全管理

施工上の
配慮

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者表彰

工事成績
継続教育

（CPD)
専門技術

力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能者
の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

若手技術
者　　　の

育成
WLBの推進

【価格以外の評価結果】

工程管理 品質確保
施工上の

課　題
安全管理

施工上の
配慮

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者表彰

工事成績
継続教育

（CPD)
専門技術

力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能者
の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

若手技術
者の育成

WLBの推進

① ② ③－１ ③－２

※1：加算点は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

加算点＝加算点（ａ）＋加算点（ｂ）＝（得点／最高得点）×＋加算点（ｂ）

※2：評価値は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

 

③-2低入基準価格
の95%

企業の取組

企業の取組

落札者決定失格基準値

低入札調査基準価格 ①入札書比較価格 ②基準評価値 ③-1平均評価点
（税抜き） （税抜き） の80%

令和　　　　　年　　　月　　　日

令和　　　　　年　　　月　　　日

落札者 備　考 学　　識　　経　　験　　者　　の　　意　　見　　聴　　取

氏　　　　　名 意見聴取日

評価点の平均

【総合評価結果】

入　　札　　者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※
１

（Ｂ）

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

評価値　※２
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

配置予定技術者ヒアリング 地　域　精　通　度企業の施工実績

配　　点

入　　札　　者

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

合計
加算点

（ａ）

加算点
（ｂ)

「県内下請」

加算点
合計

（ａ＋ｂ）

施          工          計          画 配  置  予  定  技  術  者  の  能  力

加算点合
計

（ａ＋ｂ）施          工          計          画 配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配置予定技術者ヒアリング 地　域　精　通　度企業の施工実績
評　価　項　目

企　業　の　信　頼　性　社　会　性

合計

加算点(a)
加算点(b)
「県内下

請」

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

一般競争入札
(簡易型)

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

総　合　評　価　落　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書　　(県内下請活用審査型)

執行所属（所轄所属） 工　　事　　名 工　　事　　箇　　所 予定価格（税込み） 入札方式（総合評価の種類） 工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

この様式は加算点算出後に更に加点するタイプに使用する。
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様式４－１

総　合　評　価　落　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書

契約番号

【評価基準】

技術提案

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者表彰

工事成績
継続教育

（CPD)
専門技術

力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能
者の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

本店所在
地

災害協定
災害協定
(広域応援)

防疫対策
協定

維持管理
業務委託

除雪
業務委託

耕作放棄
地等解消

その他の
地域貢献

若手技術
者の育成

新規雇用
の実績

WLBの推進
総合的な
コストの縮

減

工事目的
物の性能、
機能の向

上

社会的要
請への対

応

【価格以外の評価結果】

技術提案

資　格
同種工事

の
施工実績

優良技術
者表彰

工事成績
継続教育

（CPD)
専門技術

力

理解度
取り組み姿

勢

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
能力

同種工事
の

施工実績
工事成績

優良工事
表彰

事故及び
不誠実な行

為

ＩＳＯ認証
取得状況

ＩＣＴ施工技術
の活用

登録基幹技能
者の配置

近隣工事
会社実績

近隣工事
技術者実

績

本店所在
地

災害協定
災害協定
(広域応援)

防疫対策
協定

維持管理
業務委託

除雪
業務委託

耕作放棄
地等解消

その他の
地域貢献

若手技術
者の育成

新規雇用
の実績

WLBの推進
総合的な
コストの縮

減

工事目的
物の性能、
機能の向

上

社会的要
請への対

応

① ② ③－１ ③－２

※1：加算点は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

　　　加算点＝（得点／最高得点）×40

※2：評価値は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

 

落札者決定失格基準値

（税抜き） （税抜き） の80% の95%
低入札調査基準価格 ①入札書比較価格 ②基準評価値 ③-1平均評価点 ③-2低入基準価格

令和　　　　　年　　　月　　　日

令和　　　　　年　　　月　　　日

落札者 備　考 学　　識　　経　　験　　者　　の　　意　　見　　聴　　取

氏　　　　　名 意見聴取日

評価点の平均

【総合評価結果】

入　　札　　者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※
１

（Ｂ）

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

評価値　※２
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

企業の施工実績 地　域　精　通　度 地　域　貢　献　度 企業の取組

企業の取組

40点

配　　点

入　　札　　者

企　業　の　信　頼　性　社　会　性 高　度　な　技　術　力

合計
加算点※

１

配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配置予定技術者ヒアリング

評　価　項　目

企　業　の　信　頼　性　社　会　性 高　度　な　技　術　力

合計

加算点の
満　点配  置  予  定  技  術  者  の  能  力 配置予定技術者ヒアリング 企業の施工実績 地　域　精　通　度 地　域　貢　献　度

工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

企　　　　業　　　　の　　　　技　　　　術　　　　力

企業の
施工技術

執行所属（所轄所属） 工　　事　　名 工　　事　　箇　　所 予定価格（税込み） 入札方式（総合評価の種類）

※評価項目の表示は標準型・高度技術提案型の例
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様式４－３

総　合　評　価　落　札　方　式　に　関　す　る　評　価　調　書

契約番号

【評価基準】

専門技術力
理解度

取り組み姿勢
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

能力
総合的な

コストの縮減

工事目的物
の性能、機能

の向上

社会的要請
への対応

－ － － 25 25 50

【価格以外の評価結果】

専門技術力
理解度

取り組み姿勢
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ

能力
総合的な

コストの縮減

工事目的物
の性能、機能

の向上

社会的要請
への対応

－ － － 17 17 34 34.000

－ － － 15 13 28 28.000

－ － － 17.5 22 39.5 39.500

33.833

① ② ③－１ ③－２

○ ○ － － 34.000 ○ 特別重点調査

○ ○ － － 28.000 ○ 特別重点調査

○ ○ － － 39.500 ○ 特別重点調査

※1：加算点は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

  WTO型の加算点の最高点は、評価項目の配分点の合計とする。

※2：評価値は、小数第４位を四捨五入し第３位まで表示

 

基準評価値 2,899,690,000 100 3.448

入札書比較価格（税抜） 低入札調査基準価格（税抜） 特別重点調査基準価格（税抜） 基礎点 （基準評価値）

令和　　　　年　　　　月　　　　日

令和　　　　年　　　　月　　　　日

意　見　聴　取　日

B 2,490,000,000 128.000 5.141

C 2,115,000,000 139.500 6.596

技術評価点
（Ｃ）＝１００＋（Ｂ）

評価値　※２
（Ｃ／Ａ）×100,000,000

落札者 備　考 学　　識　　経　　験　　者　　の　　意　　見　　聴　　取

A 2,411,700,000 134.000 5.556

氏　　　　　名

評価点の平均

【総合評価結果】

入　　札　　者
入札金額（税抜き）

（Ａ）
低入札

落札者決定基準(失格基準) 加算点※１
（Ｂ）

A

B

C

入　　札　　者

企　業　の　技　術　力 高　度　な　技　術　力

合計
加算点

※１

配置予定技術者ヒアリング 技術提案

評　価　項　目

企　業　の　技　術　力 高　度　な　技　術　力

合計

加算点の
満　点配 置 予 定 技 術 者 の ヒ ア リ ン グ 技術提案

50点

配　　点

工　　　　　事　　　　　概　　　　　要

3,189,659,000
一般競争入札
(WTO標準型))

（WTO標準型）

執行所属（所轄所属） 工　　事　　名 工　　事　　箇　　所 予定価格（税込み） 入札方式（総合評価の種類）
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（　別　　　表　）

ＷＴＯ型以
外

WTO型

現場条件を踏まえ適切であり、重要な項目が記載され、工夫が見られる １０、１５～２０

現場条件を踏まえ適切であり、工夫が見られる ５、５～１０

現場条件を踏まえ適切である ０

未記入、または不適切である 欠格

１級土木施工管理技士等、又は同等以上の資格 １

上記以外の工事施工に係わる資格 ０

主任（監理）技術者として同種工事の実績あり ２

監理技術者補佐又は担当技術者として同種工事の実績あり １

その他 ０

表彰の実績あり １

表彰の実績なし ０

８２点以上 ４

８０点以上８２点未満 ３

７８点以上８０点未満 ２

７２点以上７８点未満 １

７２点未満又は成績実績なし ０

取組状況が優良 １

取組なし又は取組状況が上記未満 ０

実績として挙げた工事の担当分野に中心的・主体的に参画し、創意工夫等の積
極的な取り組みが確認できる

４

実績として挙げた工事の担当分野において適切な工事管理を行ったことが確認
できる

２

その他 ０

当該工種について適切に理解した上で、施工上の提案等積極的な取り組み姿勢
が見られる

４

当該工種について適切に理解している ２

その他 ０

質問に対する応答が明快、かつ迅速である ２

その他 ０

都道府県又は国機関の同種工事の施工実績あり ２

市町村・公営企業等などの同種工事の施工実績あり １

その他 ０

８２点以上 ４

８０点以上８２点未満 ３

７８点以上８０点未満 ２

７２点以上７８点未満 １

７２点未満又は成績実績なし ０

過去２ヶ年度のそれぞれの平均点が６０点未満、または前年度以降において５５
点未満の工事成績のあるもの

-２

特別表彰の実績あり ３

表彰の実績あり（特別表彰との重複はしない） ２

表彰されなかったが、評価要件を満たす工事の実績 あり（表彰との重複はしない） １

上記以外 ０

指名停止（３ヶ月以上） -４

指名停止（１ヶ月以上３ヶ月未満） -２

指名停止（１ヶ月未満） -１

ＩＳＯ９００１又は１４００１の認証を取得済み １

認証を未取得 ０

活用あり １

活用なし ０

配置あり １

配置なし ０

近隣地域で施工実績あり ３

近隣地域で施工実績なし ０

近隣地域で施工実績あり １

近隣地域で施工実績なし ０

工事箇所と同一の市町村内に本店を有する ２

工事箇所と同一の建設事務所管内に本店を有する １

その他 ０

工事箇所と同一の建設事務所（支所も含む７エリア）管内
かつ同一の市町村内に本店を有する

２

工事箇所と同一の建設事務所（支所も含む７エリア）管内に本店を有する １

その他 ０

協定の締結あり ２

協定の締結なし ０

①「災害時における応急対策業務に関する基本協定」（（一社）山梨県建設業協
会）の締結あり

２

②上記以外の協定 の締結あり １

③対象協定の締結なし（上記①、②以外） ０

協定の締結あり １

協定の締結なし ０

協定の締結あり １

協定の締結なし ０

受託実績あり １

受託実績なし ０

受託実績あり １

受託実績なし ０

実績あり １

実績なし ０

活動実績等あり １

活動実績等なし ０

国家資格を有する若手技術者を配置予定技術者又は担当技術者として配置あり ２

国家資格を有しない若手技術者を担当技術者として配置あり 1

上記以外 ０

学校を卒業後３年以内に採用し、雇用期間が2年以上5年未満の雇用実績あり １

上記条件の雇用実績なし ０

ワークライフバランス関連認定あり １

認定なし ０

ライフサイクルコスト
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

その他
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

2
工事目的物の性能、機能の向上に
関する技術提案

性能・機能
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

環境の維持
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

交通の確保
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

特別な安全対策
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

リサイクル対策
　　・提案数値による定量評価
　　・提案内容に対する定性評価

◎必須項目 ○選択項目

工事箇所と同一の建設事務所管内に本店を有する ２
県内に本店を有する １
その他 ０

　　　【入札参加者が県外のみと想定される場合】は、評価項目としないことができる。

※４　配置予定技術者のヒアリングについては、配置予定技術者のマネジメント能力が求められる工事、特に難易度の高い工事、又は発注者が必要と判断する工事に適用する。
　　　ヒアリングを通じて入札参加要件を満たしていないと判断される場合、または総合的に評価して配置予定技術者が不適切な場合は、当該企業の競争参加資格を認めない（欠格とする）。
※５　推奨単位の取得と「公告日から過去１年以内に証明期間の一部が含まれていること。」の証明がある場合について評価する。

※２　近隣地域の範囲は特別簡易型（Ⅰ）（5千万円未満）「旧市町村」、　特別簡易型（Ⅰ）・特別簡易型（Ⅱ）・簡易型（8千万円未満）「現市町村」、　特別簡易型（Ⅰ）・特別簡易型（Ⅱ）・簡易型・標準型（8千万円以上　建設事務所管内（4分割））
※３　【入札参加者が県内企業に限られない場合】は、以下の「評価基準」と「評価点」を用いる。

◎ ◎ ◎

3
社会的要請への対応に関する
技術提案

※１　「ＩＣＴ活用工事試行要領」等の定めのある部局において、ＩＣＴ施工技術の活用を「受注者希望型」として公告する工事に適用する。

◎ ◎

③

高

度

な

技

術

力

技

術

提

案

1
総合的なコストの縮減に関する
技術提案 工

事

毎

に

定

め

る

選

択

し

な

い

選

択

し

な

い

選

択

し

な

い

13 ワークライフバランスの推進 １ ◎ ◎ ◎

◎

12 新規雇用の実績 1 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

○ ○

企業の取組

11 若手技術者の育成 ２ ◎ ◎ ◎ ◎

10 その他の地域貢献 １ ○ ○ ○

○ ○

9 耕作放棄地等の解消 １ ○ ○ ○ ○ ○

8 除雪業務委託の実績 １ ○ ○ ○

○

7
土木施設等緊急維持修繕業務
委託の実績

１ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

6
「家畜伝染病における防疫対策業務
に関する協定」の締結

１ ○ ○ ○ ○

○

地
域
貢
献
度

4

災害協定等の締結

※入札参加資格が
「土木一式工事」「舗装工事」の場合

２

5
「災害時の広域応援業務に関する協
定」の締結

１ ○ ○

災害協定等の締結
※入札参加資格が
「土木一式工事」「舗装工事」以外の場合

２

○ ○ ○ ○

◎ ◎

3
本店所在地　※３
◆入札参加資格が
「土木一式工事」以外の場合

２

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

2 地理的条件（配置予定技術者） １ 選択しない ◎ ◎

②
企
業
の
信
頼
性
・
社
会
性

地
域
精
通
度

1 地理的条件（企業）　※２ ３ ◎

3
本店所在地　※３
◆入札参加資格が
「土木一式工事」の場合

２

4

○

20 登録基幹技能者の配置 １ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

企業の施工技術

19 ＩＣＴ施工技術の活用　※１ １ ○ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ ◎

18 ＩＳＯ認証取得状況 １ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

16 優良工事表彰 ３ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎

 
選

択

し

な

い

◎

15
工事成績
　当該工種での工事成績評定点
　の平均点

４ ◎ ◎ ◎
企
業
の
施
工
実
績

14 同種工事の施工実績 ２ ◎ ◎

17 事故及び不誠実な行為 -４ ◎

13 技術者のコミュニケーション能力 ○ ○ ○ ○ ※４ ○

○ ○ ※４ ○

12 当該工事の理解度・取り組み姿勢 ○ ○ ○ ○ ※４ ○

配
置
予
定
技
術
者
の

ヒ
ア
リ
ン
グ

11 技術者の専門技術力

１０

○ ○

10
継続教育（ＣＰＤ）の取組状況
　※５

１ ◎ ◎ ◎ ◎

工事成績
　工事成績評定点の平均点

４ ◎ ◎ ◎ ◎

◎

8 優良工事技術者表彰 １ ◎ ◎ ◎ ◎

◎ ◎ ◎ ◎

7 同種工事の施工実績 ２ ◎ ◎ ◎

5 施工上配慮すべき項目 〃 〃 〃

配
置
予
定
技
術
者
の
能
力

6 資　格 １

9

〃

4 安全管理に係わる項目 〃 〃 〃

選
択
し
な
い

１～２項目を

選択する。

（必須項目）

選
択
し
な
い

選
　
択
　
し
　
な
　
い

選
択
し
な
い

2 品質確保に係わる項目 〃 〃 〃

①

企

業

の

技

術

力

施

工

計

画

1 工程管理に係わる項目 １０、２０

選

択

し

な

い

3
施工上の課題に係わる
項目

〃 〃

項目別
配点

総合評価の種類

特別簡易型
（Ⅰ）

特別簡易型
（Ⅱ）

簡易型

標準型
高度技術
提案型

大項目 N０ 評 価 項 目 評 価 基 準 評価点
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